
仕事の窓仕事の窓

自
賠
責
制
度
Ｐ
Ｒ
月
間
に
つ
い
て

自
賠
責
保
険
（
共
済
）
な
し
で
の
運
行
は
法
令
違
反
で
す
！！

運輸部
　

現
在
、
交
通
事
故
に
よ
る
死
者
数
は

年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
平
成

20
年
の
事
故
発
生
件
数
は
約
77
万
件
、

死
傷
者
数
は
約
95
万
人
と
、
国
民
の
誰

も
が
交
通
事
故
の
被
害
者
に
も
加
害
者

に
も
な
り
得
る
極
め
て
深
刻
な
状
況
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
ク
ル
マ
や

バ
イ
ク
（
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
）

１
台
ご
と
に
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
交
通
事
故
が
発
生
し
た
際
の
加

害
者
の
賠
償
責
任
を
担
保
し
、
被
害
者

へ
の
基
本
的
な
対
人
賠
償
を
確
保
す
る

も
の
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
車
検
制
度
の
な
い

原
動
機
付
自
転
車
や
軽
二
輪
自
動
車
の

み
な
ら
ず
、
車
検
対
象
車
両
に
よ
る
無

保
険
・
無
共
済
事
故
も
依
然
と
し
て
発

生
し
て
お
り
、
被
害
者
に
と
っ
て
も
加

害
者
に
と
っ
て
も
悲
惨
な
結
果
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
国
土
交
通
省
及
び
運
輸
部

で
は
、
平
成
21
年
９
月
１
日
か
ら
９
月

30
日
ま
で
の
一
ヶ
月
間
を
「
自
賠
責
制

度
Ｐ
Ｒ
月
間
」
と
定
め
、
以
下
の
広
報

活
動
を
行
い
、
自
賠
責
保
険
・
共
済
へ

の
加
入
促
進
、
無
保
険
・
無
共
済
車
に

よ
る
運
行
の
危
険
性
や
違
法
性
の
周

知
、
自
賠
責
制
度
の
基
本
的
な
仕
組
み

等
の
認
識
度
の
向
上
を
図
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

①
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る

広
報
の
実
施

　

地
方
公
共
団
体
、
公
共
施
設
等
へ
の

ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
依
頼
及
び
地
方
公
共

団
体
、
自
動
車
関
係
団
体
等
に
対
し

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
、
自
賠
責
保

険
・
共
済
へ
の
加
入
促
進
の
協
力
依
頼

を
行
う
。

②
監
視
活
動
の
推
進

　

大
型
商
業
施
設
、
団
地
、
駅
前
駐
輪

場
等
で
通
年
行
っ
て
い
る
街
頭
監
視
活

動
を
積
極
的
に
実
施
し
、
自
賠
責
保

険
・
共
済
標
章
の
な
い
原
付
や
軽
二
輪

車
に
は
通
知
書
を
付
け
、
加
入
状
況
を

確
認
さ
せ
る
等
の
注
意
喚
起
を
行
う
。

③
関
係
業
界
等
と
連
携
し
た
街
頭
啓
発

活
動
の
実
施 

　

㈳
日
本
損
害
保
険
代
理
業
協
会
と
共

同
で
街
頭
に
お
け
る
自
賠
責
制
度
Ｐ
Ｒ

を
実
施
す
る
。

自
賠
責
制
度
の
詳
し
い
内
容
は

http://w
w
w
.jibai.jp

で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
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親事業者（発注者）から下請事業者
（受注者）へと発注されているさまざまな

委託業務。このような下請取引では、仕事

を委託する側の親事業者は、下請事業者よ

りも優位な立場にあると考えられます。こ

のため、親事業者の一方的な都合によって、

下請代金の支払いが遅れてしまったり、代

金を不当に引き下げられたり、下請事業者

が不利な扱いを受けている場合が少なく

ありません。

　そこで、下請取引の公正化を図り、下請

事業者の利益を保護するため、独占禁止法

の特別法として制定されたのが「下請法

（正式名称：下請代金支払遅延等防止法）」

です。製造業からサービス業まで、幅広い

分野において適用対象となる取引を明確

に示すとともに、親事業者の禁止行為など

も具体的に定めています。もし、違反が認

められた場合には、簡易な手続で迅速に改

善を求め、下請事業者を守ることができる

仕組みになっています。

　沖縄総合事務局では、去る６月１９日に

那覇第２地方合同庁舎１号館大会議室に

おいて、下請取引の適正化を一層推進す

るため、親事業者の下請取引担当者等を

対象に、総務部公正取引室と経済産業部

中小企業課による下請取引適正化特別推

進講習会を開催し、下請法及び下請中小企

業振興法等の趣旨・内容の説明や、下請か

けこみ寺事業、ビジネス・マッチング・ステー

ションの紹介を行いました。

　なお当局では、下請法に関するご相談や

ご質問を受け付けています。また、下請か

けこみ寺（県内では（財）沖縄県産業振興

公社内に設置）においても相談員を設置し、

下請取引などの企業間取引に関する相談

に応じています。

　　　　　　　

総務部/経済産業部「下請法」は、公正な下請取引を守ります！
～下請取引適正化特別推進講習会を開催～

政府では、中小企業者の受注機会の
増大を図るため、去る6月12日に「平成

21年度中小企業者に関する国等の契約

の方針」を閣議決定しました。

　現下の厳しい経済情勢の中、経済収縮

の悪影響を受けやすい中小企業者の受注

機会を確保することは重要であることから、

去る4月10日に決定された「経済危機対

策」において官公需対策が盛り込まれ、6

月2日に開催された「緊急雇用・経済対策

実施本部会合」においても内閣総理大臣

から「地域の雇用確保や地域経済の発展

のためには、地元企業や中小企業の受注

機会の確保の視点が重要であり、各大臣に

おいては、予算執行に当たって、地域の中

小企業の活用について、各発注機関に周

知徹底を図り、しっかりと取り組むこと」と

の指示が出されました。

　こうした動きを踏まえ、平成21年度の契

約の方針においては、本年度における国の

機関や独立行政法人等の中小企業者向け

契約目標額を、昨年度契約実績額から1兆

円以上増加の約5兆2千億円としており、

この目標達成に向けて、地域の中小企業者

の適切な評価や「官公需情報ポータルサ

イト」の構築などの新たな措置が盛り込ま

れております。

　また、経済産業大臣より都道府県知事に

対し、国に準じた施策及び市町村に対する

周知等を要請するとともに、当局において

も7月17日に国等の地方支分部局及び地

方公共団体の契約担当者等を対象として、

本方針の周知等を目的とした官公需確保

対策地方推進協議会を開催しました。

経済産業部
Keiz
aisa
ngy
o

Keiz
aisa
ngy
o

Som
ubu

○相談窓口

　内閣府沖縄総合事務局

　　総務部公正取引室（℡098-866-0049）

　　経済産業部中小企業課（℡098-866-1755）

　(財)沖縄県産業振興公社

　　下請かけこみ寺（℡098-859-6237）

「平成21年度中小企業者に関する国等の契約の方針」が決定されました
～平成21年度官公需確保対策地方推進協議会を開催～
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